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(57)【要約】
【課題】歯槽骨に埋入したフィクスチャーへの装着時間
を短縮することができ、かつ落下による誤飲リスクを低
減することができる歯科インプラント用キャップを提供
することである。
【解決手段】キャップ本体部２と、キャップ本体部２に
取り外し可能な状態で取り付けられているディスポーサ
ブルドライバー１０と、を備える、歯科インプラント用
キャップ１Ａである。キャップ１Ａは、破断可能な棒状
の第１接続部材１００をさらに備え、キャップ本体部２
は、蓋部３および蓋部３の上面３１に位置している凹部
４を有し、第１接続部材１００は、その長手方向におけ
る両端部のうち一端部が凹部４の底部に接続しており、
他端部がディスポーサブルドライバー１０の先端部に接
続している。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　キャップ本体部と、
　前記キャップ本体部に取り外し可能な状態で取り付けられているディスポーサブルドラ
イバーと、を備える、歯科インプラント用キャップ。
【請求項２】
　破断可能な棒状の第１接続部材をさらに備え、
　前記キャップ本体部は、蓋部および前記蓋部の上面に位置している凹部を有し、
　前記第１接続部材は、その長手方向における両端部のうち一端部が前記凹部の底部に接
続しており、他端部が前記ディスポーサブルドライバーの先端部に接続している、請求項
１に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項３】
　前記第１接続部材は、その外周面に位置しており周方向に沿って延びている第１溝部を
有する、請求項２に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項４】
　前記キャップ本体部、前記ディスポーサブルドライバーおよび前記第１接続部材が、一
体に成形されている、請求項２または３に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項５】
　棒状の第２接続部材をさらに備え、
　前記キャップ本体部は、蓋部および前記蓋部の上面に位置している凹部を有し、
　前記第２接続部材は、
　　その長手方向における一端部または外周面に位置している少なくとも１つの凸部を有
し、前記少なくとも１つの凸部を介して前記凹部の底部または前記凹部の内壁部に接続し
ており、
　　前記長手方向における他端部が前記ディスポーサブルドライバーの先端部に接続して
いる、請求項１に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項６】
　破断可能な筒状の第３接続部材をさらに備え、
　前記キャップ本体部は、蓋部および前記蓋部の上面に位置している凹部を有し、
　前記第３接続部材は、その長手方向における両端部のうち一端部が前記上面のうち前記
凹部の周囲に位置している部位に接続しており、他端部が前記ディスポーサブルドライバ
ーの先端部に接続している、請求項１に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項７】
　前記第３接続部材は、前記一端部側から前記他端部側に向かって延びている少なくとも
１つのスリットを有する、請求項６に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項８】
　前記第３接続部材は、その外周面に位置しており周方向に沿って延びている第２溝部を
有する、請求項６または７に記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項９】
　前記キャップ本体部、前記ディスポーサブルドライバーおよび前記第３接続部材が、一
体に成形されている、請求項６～８のいずれかに記載の歯科インプラント用キャップ。
【請求項１０】
　生体適合性を有する合成樹脂からなる、請求項１～９のいずれかに記載の歯科インプラ
ント用キャップ。
【請求項１１】
　表面が抗菌性を有する、請求項１～１０のいずれかに記載の歯科インプラント用キャッ
プ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本考案は、歯科インプラント用キャップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、歯科インプラント用フィクスチャー（以下、「フィクスチャー」と言うこと
がある。）を上下顎骨の歯槽骨に埋入することによって、咬合機能、発声機能および審美
性などを回復させる歯科インプラント埋植手術が行われている。
【０００３】
　歯槽骨に埋入したフィクスチャーには、免荷期間中にフィクスチャーを封鎖して保護す
るために歯科インプラント用キャップ（以下、「キャップ」と言うことがある。）が装着
される（例えば、特許文献１～３参照）。
【０００４】
　キャップをフィクスチャーに装着するときは、繰り返し使用できるドライバーを用いる
。ドライバーとキャップは別体であるため、まず、キャップの上面の凹部にドライバーの
先端部を挿入して、ドライバーでキャップを保持（把持）する必要がある。
【０００５】
　しかし、凹部はサイズが小さいため、ドライバーの先端部を凹部に挿入しにくく、それ
ゆえドライバーでキャップを保持するときに時間がかかる。また、ドライバーの先端部が
凹部の奥まで十分に挿入されておらず、ドライバーによるキャップの保持が不十分な場合
には、キャップを運搬中またはフィクスチャーに装着するときにキャップがドライバーか
ら外れて口腔内に落下し、誤飲されるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－１２１０５号公報
【特許文献２】特開２０００－８３９７０号公報
【特許文献３】実開平７－９３１３号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案の課題は、歯槽骨に埋入したフィクスチャーへの装着時間を短縮することができ
、かつ落下による誤飲リスクを低減することができる歯科インプラント用キャップを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本考案者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、以下の構成からなる解決手
段を見出し、本考案を完成するに至った。
　（１）キャップ本体部と、前記キャップ本体部に取り外し可能な状態で取り付けられて
いるディスポーサブルドライバーと、を備える、歯科インプラント用キャップ。
　（２）破断可能な棒状の第１接続部材をさらに備え、前記キャップ本体部は、蓋部およ
び前記蓋部の上面に位置している凹部を有し、前記第１接続部材は、その長手方向におけ
る両端部のうち一端部が前記凹部の底部に接続しており、他端部が前記ディスポーサブル
ドライバーの先端部に接続している、前記（１）に記載の歯科インプラント用キャップ。
　（３）前記第１接続部材は、その外周面に位置しており周方向に沿って延びている第１
溝部を有する、前記（２）に記載の歯科インプラント用キャップ。
　（４）前記キャップ本体部、前記ディスポーサブルドライバーおよび前記第１接続部材
が、一体に成形されている、前記（２）または（３）に記載の歯科インプラント用キャッ
プ。
　（５）棒状の第２接続部材をさらに備え、前記キャップ本体部は、蓋部および前記蓋部
の上面に位置している凹部を有し、前記第２接続部材は、その長手方向における一端部ま
たは外周面に位置している少なくとも１つの凸部を有し、前記少なくとも１つの凸部を介
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して前記凹部の底部または前記凹部の内壁部に接続しており、前記長手方向における他端
部が前記ディスポーサブルドライバーの先端部に接続している、前記（１）に記載の歯科
インプラント用キャップ。
　（６）破断可能な筒状の第３接続部材をさらに備え、前記キャップ本体部は、蓋部およ
び前記蓋部の上面に位置している凹部を有し、前記第３接続部材は、その長手方向におけ
る両端部のうち一端部が前記上面のうち前記凹部の周囲に位置している部位に接続してお
り、他端部が前記ディスポーサブルドライバーの先端部に接続している、前記（１）に記
載の歯科インプラント用キャップ。
　（７）前記第３接続部材は、前記一端部側から前記他端部側に向かって延びている少な
くとも１つのスリットを有する、前記（６）に記載の歯科インプラント用キャップ。
　（８）前記第３接続部材は、その外周面に位置しており周方向に沿って延びている第２
溝部を有する、前記（６）または（７）に記載の歯科インプラント用キャップ。
　（９）前記キャップ本体部、前記ディスポーサブルドライバーおよび前記第３接続部材
が、一体に成形されている、前記（６）～（８）のいずれかに記載の歯科インプラント用
キャップ。
　（１０）生体適合性を有する合成樹脂からなる、前記（１）～（９）のいずれかに記載
の歯科インプラント用キャップ。
　（１１）表面が抗菌性を有する、前記（１）～（１０）のいずれかに記載の歯科インプ
ラント用キャップ。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案の歯科インプラント用キャップによれば、歯槽骨に埋入したフィクスチャーへの
装着時間を短縮することができ、かつ落下による誤飲リスクを低減することができるとい
う効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本考案の第１実施形態に係る歯科インプラント用キャップを示す一部断面側面図
である。
【図２】図１に示す歯科インプラント用キャップにおける凹部近傍を拡大して示す一部断
面側面図である。
【図３】（ａ）および（ｂ）は、図１に示す歯科インプラント用キャップにおいてキャッ
プ本体部からディスポーサブルドライバーを取り外す手順を示す説明図である。
【図４】（ａ）および（ｂ）は、本考案の一実施形態に係るパッケージを示す概略説明図
である。
【図５】図１に示す歯科インプラント用キャップの変形例を示す図であり、凹部近傍を拡
大して示す一部断面側面図である。
【図６】本考案の第２実施形態に係る歯科インプラント用キャップを示す図であり、（ａ
）は部分拡大側面図、（ｂ）は（ａ）のＡ矢視図である。
【図７】本考案の第３実施形態に係る歯科インプラント用キャップを示す図であり、（ａ
）は部分拡大側面図、（ｂ）は（ａ）のＢ矢視図である。
【図８】本考案の第４実施形態に係る歯科インプラント用キャップを示す一部断面側面図
である。
【図９】図８に示す歯科インプラント用キャップにおける凹部近傍を拡大して示す一部断
面側面図である。
【図１０】図８に示す歯科インプラント用キャップにおけるディスポーサブルドライバー
および第３接続部材を示す図であり、（ａ）は斜視図、（ｂ）は（ａ）のＣ矢視図である
。
【図１１】（ａ）および（ｂ）は、図８に示す歯科インプラント用キャップにおいてキャ
ップ本体部からディスポーサブルドライバーを取り外す手順を示す説明図である。
【考案を実施するための形態】
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【００１１】
＜歯科インプラント用キャップ＞
　（第１実施形態）
　以下、本考案の第１実施形態に係る歯科インプラント用キャップについて、図１～図５
を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態のキャップ１Ａは、キャップ本体部２およびディスポー
サブルドライバー１０を備えている。キャップ本体部２は、歯科インプラント用キャップ
として機能する部材であり、より具体的には、歯科インプラント用カバーキャップとして
機能する部材である。ディスポーサブルドライバー１０は、図示しないフィクスチャーに
キャップ本体部２を装着するときに使用する使い捨ての部材である。
【００１３】
　ディスポーサブルドライバー１０は、キャップ本体部２に取り外し可能な状態で取り付
けられている。このような構成によれば、キャップ本体部２がディスポーサブルドライバ
ー１０と一体物になることから、後述する図４に示すようなパッケージ１１０Ａ、１１０
Ｂからキャップ１Ａを取り出して、そのまま使用することができる。それゆえ、歯槽骨に
埋入したフィクスチャーへのキャップ本体部２の装着時間を短縮することができ、手術時
間を短縮して術者および患者の負担を軽減することができる。また、キャップ本体部２が
ディスポーサブルドライバー１０と一体物になることによって、キャップ本体部２を運搬
中またはフィクスチャーに装着するとき、落下による誤飲リスクを低減することができる
。さらに、フィクスチャーにキャップ本体部２を装着した後は、キャップ本体部２からデ
ィスポーサブルドライバー１０を取り外すことによって、キャップ本体部２を歯科インプ
ラント用カバーキャップとして機能させることができる。以下、キャップ１Ａの各構成部
材について、具体的に説明する。
【００１４】
　図１に示すように、キャップ本体部２は、蓋部３および凹部４を有している。凹部４は
、蓋部３の上面３１に位置している。より具体的には、凹部４は、蓋部３の上面３１の中
央部に位置している。
【００１５】
　凹部４は、図示しないキャップ取り外し器具が取り付けられる部位である。キャップ取
り外し器具は、フィクスチャーに装着したキャップ本体部２を、フィクスチャーから取り
外すときに使用する器具である。キャップ取り外し器具としては、例えば、ドライバーな
どが挙げられる。
【００１６】
　凹部４の形状としては、例えば、六角などの多角形、ヘックスローブ、プラス、マイナ
スなどが挙げられる。例示した凹部４の形状は、平面視における形状である。本実施形態
の凹部４の形状は、平面視において六角状である。
【００１７】
　キャップ本体部２は、蓋部３に接続している胴部５および胴部５の外周面５１に位置し
ているネジ部６をさらに有している。これらの構成によれば、フィクスチャーへのキャッ
プ本体部２の装着をネジ締結によって行うことができる。
【００１８】
　一方、キャップ１Ａは、第１接続部材１００をさらに備えている。そして、ディスポー
サブルドライバー１０は、第１接続部材１００を介してキャップ本体部２に取り付けられ
ている。具体的に説明すると、第１接続部材１００は、棒状の部材であり、破断可能に構
成されている。破断可能とは、術者がねじりや曲げなどの外力を加えることによって破壊
され、ディスポーサブルドライバー１０とキャップ本体部２とが分離して両者の接続状態
が維持できなくなることを意味するものとする。
【００１９】
　第１接続部材１００は、図２に示すように、その長手方向ａにおける両端部のうち一端
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部１００ａが凹部４の底部４１に接続しており、他端部１００ｂがディスポーサブルドラ
イバー１０の先端部１０ａに接続している。このような構成によれば、図３（ａ）に示す
状態の第１接続部材１００に対してねじりや曲げなどの外力を加えれば、図３（ｂ）に示
すように、第１接続部材１００が破断することから、ディスポーサブルドライバー１０と
キャップ本体部２を分離して、キャップ本体部２からディスポーサブルドライバー１０を
取り外すことができる。また、第１接続部材１００を破断したときに形成される破断面１
０１を綺麗に仕上げることができる。それゆえ、キャップ本体部２をフィクスチャーから
取り外すときは、凹部４にキャップ取り外し器具をスムーズに取り付けることができ、キ
ャップ取り外し器具によるキャップ本体部２の保持を問題なく行うことができる。
【００２０】
　図２に示すように、第１接続部材１００は、その外周面１０２に位置しており周方向に
沿って延びている第１溝部１０３を有している。このような構成によれば、第１接続部材
１００を破断するとき、第１溝部１０３から亀裂が発生して破断するので、破断面１０１
が形成される位置を制御することができる（図３参照）。
【００２１】
　図２に示すように、第１接続部材１００の長手方向ａに対して垂直な方向から見たとき
、第１溝部１０３は、略Ｖ字状である。なお、第１溝部１０３の形状は、略Ｖ字状に限定
されるものではなく、他の形状であってもよい。具体例を挙げると、例えば、図５に示す
ように、第１溝部１０３は、略Ｕ字状であってもよい。
【００２２】
　外周面１０２における第１溝部１０３の位置は、特に限定されない。すなわち、第１溝
部１０３は、外周面１０２の所望の場所に配置することができる。本実施形態の第１溝部
１０３は、図２に示すように、外周面１０２のうち第１接続部材１００の長手方向ａにお
ける略中央部に位置している。
【００２３】
　キャップ本体部２、ディスポーサブルドライバー１０および第１接続部材１００は、一
体に成形されている。このような構成によれば、キャップ本体部２、ディスポーサブルド
ライバー１０および第１接続部材１００のそれぞれの接続強度を向上させることができる
。一体に成形されているとは、部品毎に加工した後に接着、溶接などの接合手段を使用し
て一体化されているのではなく、接合手段を使用することなく同一材料から成形体全体が
一体的に作製されていることを意味するものとする。一体に成形する方法としては、例え
ば、射出成形、積層造形法などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお
、キャップ本体部２、ディスポーサブルドライバー１０および第１接続部材１００は、必
要に応じて別部材で構成してもよい。
【００２４】
　上述した構成を有するキャップ１Ａは、生体適合性を有する合成樹脂からなるのがよい
。合成樹脂としては、例えば、超高分子量ポリエチレン樹脂、ポリメタクリル酸メチル樹
脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂などが挙げられる。合成樹脂は、硬質であるのがよ
い。なお、上述した超高分子量ポリエチレン樹脂は、重量平均分子量が１００万以上のポ
リエチレン樹脂である。超高分子量ポリエチレン樹脂は、例えば、低圧の懸濁重合法によ
ってエチレンモノマーを反応させつつ、反応時間を長くすることによって製造することが
できる。超高分子量ポリエチレン樹脂の重量平均分子量は、１００万～７００万であるの
がよい。
【００２５】
　キャップ１Ａは、その表面が抗菌性を有するのがよい。キャップ１Ａの表面に抗菌性を
付与するには、例えば、キャップ１Ａの表面に対して表面処理を施せばよい。表面処理と
しては、例えば、抗菌剤の塗布による製品表面への含浸やコーティング層の付与、または
素材へ抗菌剤を添加しておくことで表面への抗菌剤の分散などが挙げられる。
【００２６】
　キャップ１Ａは、所望の梱包材でパッケージすることができる。パッケージとしては、
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例えば、図４（ａ）に示すように、ケース１１１でキャップ１Ａをパッケージするパッケ
ージ１１０Ａ、図４（ｂ）に示すように、滅菌バッグ１１２でキャップ１Ａをパッケージ
するパッケージ１１０Ｂなどが挙げられる。
【００２７】
　（第２、第３実施形態）
　次に、本考案の第２、第３実施形態に係る歯科インプラント用キャップについて、図６
および図７を参照して詳細に説明する。なお、図６および図７においては、上述した図１
～図５と同一の構成部分には同一の符号を付して説明は省略する場合がある。
【００２８】
　図６に示す第２実施形態のキャップ１Ｂ、および図７に示す第３実施形態のキャップ１
Ｃはいずれも、接続部材の構成が上述した実施形態と異なっている。具体的に説明すると
、キャップ１Ｂ、１Ｃはいずれも、棒状の第２接続部材２００をさらに備えている。第２
、第３実施形態ではいずれも、第２接続部材２００の長手方向ｂにおける他端部２００ｂ
がディスポーサブルドライバー１０の先端部１０ａに接続している。
【００２９】
　一方、第２接続部材２００は、凸部２０１を有している。図６に示す第２実施形態の凸
部２０１は、第２接続部材２００の長手方向ｂにおける一端部２００ａに位置している。
図７に示す第３実施形態の凸部２０１は、第２接続部材２００の外周面２０２に位置して
いる。
【００３０】
　凸部２０１は、上述した凹部４の底部４１または凹部４の内壁部４２に接続する部位で
ある（図２参照）。したがって、図６に示す第２実施形態では、第２接続部材２００が凸
部２０１を介して凹部４の底部４１に接続している状態になる。また、図７に示す第３実
施形態では、第２接続部材２００が凸部２０１を介して凹部４の内壁部４２に接続してい
る状態になる。その結果、凸部２０１によって第２接続部材２００が凹部４の底部４１ま
たは内壁部４２に点付けで接続している状態になる。このような構成によれば、凸部２０
１と凹部４の点付け部に対してねじりや曲げなどの外力を加えると、点付け部を破断する
ことができるので、ディスポーサブルドライバー１０とキャップ本体部２を分離して、キ
ャップ本体部２からディスポーサブルドライバー１０を取り外すことができる。
【００３１】
　第２接続部材２００は、中実であってもよいし、中空（筒状）であってもよい。また、
凸部２０１を介して凹部４の底部４１または内壁部４２に第２接続部材２００を接続する
ときは、例えば、凸部２０１を凹部４の底部４１または内壁部４２と一体に成形する他、
接着剤などを使用してもよい。凸部２０１は、第２接続部材２００と一体に成形されてい
る。なお、凸部２０１は、必要に応じて第２接続部材２００と別部材で構成してもよい。
【００３２】
　凸部２０１の数は、少なくとも１つであればよい。凸部２０１の数は、例えば、１～６
個であるが、これに限定されるものではない。凸部２０１が複数であるとき、複数の凸部
２０１のそれぞれの構成は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよい。本実施
形態では、凸部２０１の数が複数であり、複数の凸部２０１のそれぞれの構成が、互いに
同一である。
【００３３】
　図６（ｂ）および図７（ｂ）に示すように、複数の凸部２０１は、略等間隔に位置して
いる。このような構成によれば、凸部２０１を介して凹部４の底部４１または内壁部４２
に第２接続部材２００を接続したときの接続状態を安定させることができる。略等間隔と
は、実質的に等間隔であればよく、若干の誤差があってもよいことを意味するものとする
。なお、複数の凸部２０１は、非等間隔に位置していてもよい。
　その他の構成は、上述した第１実施形態に係るキャップ１Ａと同様であるので、説明を
省略する。
【００３４】
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　（第４実施形態）
　次に、本考案の第４実施形態に係る歯科インプラント用キャップについて、図８～図１
１を参照して詳細に説明する。なお、図８～図１１においては、上述した図１～図７と同
一の構成部分には同一の符号を付して説明は省略する場合がある。
【００３５】
　図８に示すように、本実施形態のキャップ１Ｄは、接続部材の構成が上述した実施形態
と異なっている。具体的に説明すると、キャップ１Ｄは、第３接続部材３００をさらに備
えている。第３接続部材３００は、筒状の部材であり、破断可能に構成されている。
【００３６】
　第３接続部材３００は、図９に示すように、その長手方向ｃにおける両端部のうち一端
部３００ａが、上面３１のうち凹部４の周囲に位置している部位３１１に接続している。
また、他端部３００ｂがディスポーサブルドライバー１０の先端部１０ａに接続している
。これらの構成によれば、上述した第１実施形態と同様の効果が得られる。すなわち、図
１１（ａ）に示す状態の第３接続部材３００に対してねじりや曲げなどの外力を加えれば
、図１１（ｂ）に示すように、第３接続部材３００が破断することから、ディスポーサブ
ルドライバー１０とキャップ本体部２を分離して、キャップ本体部２からディスポーサブ
ルドライバー１０を取り外すことができる。また、第３接続部材３００を破断したときに
形成される破断面３０１を綺麗に仕上げることができるので、キャップ本体部２をフィク
スチャーから取り外すときは、凹部４にキャップ取り外し器具をスムーズに取り付けるこ
とができ、キャップ取り外し器具によるキャップ本体部２の保持を問題なく行うことがで
きる。
【００３７】
　図９に示すように、第３接続部材３００は、一端部３００ａ側から他端部３００ｂ側に
向かって延びているスリット３０２を有している。このような構成によれば、第３接続部
材３００が適度に減肉されることから、第３接続部材３００を破断するときの破断性を向
上させることができる。なお、第３接続部材３００は、スリット３０２を有している構成
に限定されるものではなく、スリット３０２を有していない構成にすることもできる。
【００３８】
　スリット３０２は、その長手方向ｄにおける両端部のうち一端部３０２ａが、第３接続
部材３００の一端部３００ａと同じ位置にあり、他端部３０２ｂが、第３接続部材３００
の他端部３００ｂと同じ位置にある。言い換えれば、スリット３０２は、第３接続部材３
００の一端部３００ａから他端部３００ｂにわたって位置している。なお、スリット３０
２は、第３接続部材３００の一端部３００ａから他端部３００ｂにわたって位置している
構成に限定されるものではなく、所望の長さに構成することができる。
【００３９】
　スリット３０２の数は、少なくとも１つであればよい。スリット３０２の数は、例えば
、１～６個であるが、これに限定されるものではない。スリット３０２が複数であるとき
、複数のスリット３０２のそれぞれの構成は、互いに同一であってもよいし、異なってい
てもよい。本実施形態では、図１０（ａ）に示すように、スリット３０２の数が複数であ
り、複数のスリット３０２のそれぞれの構成が、互いに同一である。また、図１０（ｂ）
に示すように、複数のスリット３０２は、略等間隔に位置している。なお、複数のスリッ
ト３０２は、非等間隔に位置していてもよい。
【００４０】
　図９に示すように、第３接続部材３００は、その外周面３０３に位置しており周方向に
沿って延びている第２溝部３０４を有している。このような構成によれば、上述した第１
溝部１０３と同様に、第３接続部材３００を破断するとき、第２溝部３０４から亀裂が発
生して破断するので、破断面３０１が形成される位置を制御することができる（図１１参
照）。
【００４１】
　外周面３０３における第２溝部３０４の位置は、特に限定されない。すなわち、第２溝
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部３０４は、第１溝部１０３と同様に、外周面３０３の所望の場所に配置することができ
る。本実施形態の第２溝部３０４は、図９に示すように、外周面３０３のうち第３接続部
材３００の長手方向ｃにおける中央部よりも一端部３００ａ側に位置している。
【００４２】
　キャップ本体部２、ディスポーサブルドライバー１０および第３接続部材３００は、一
体に成形されている。
　その他の構成は、上述した第１～第３実施形態に係るキャップ１Ａ～１Ｃと同様である
ので、説明を省略する。
【００４３】
　以上、本考案に係る好ましい実施形態について例示したが、本考案は上述した実施形態
に限定されるものではなく、本考案の要旨を逸脱しない限り任意のものとすることができ
ることは言うまでもない。
【００４４】
　例えば、上述した実施形態では、キャップ１Ａ～１Ｄにおけるキャップ本体部２が、歯
科インプラント用カバーキャップとして機能するが、これに代えて、キャップ本体部２を
歯科インプラント用ヒーリングキャップとして機能するように構成してもよい。
【符号の説明】
【００４５】
１Ａ～１Ｄ　歯科インプラント用キャップ
２　キャップ本体部
３　蓋部
　３１　上面
　　３１１　部位
４　凹部
　４１　底部
　４２　内壁部
５　胴部
　５１　外周面
６　ネジ部
１０　ディスポーサブルドライバー
　１０ａ　先端部
１００　第１接続部材
　１００ａ　一端部
　１００ｂ　他端部
　１０１　破断面
　１０２　外周面
　１０３　第１溝部
１１０Ａ、１１０Ｂ　パッケージ
１１１　ケース
１１２　滅菌バッグ
２００　第２接続部材
　２００ａ　一端部
　２００ｂ　他端部
２０１　凸部
２０２　外周面
３００　第３接続部材
　３００ａ　一端部
　３００ｂ　他端部
３０１　破断面
３０２　スリット
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　３０２ａ　一端部
　３０２ｂ　他端部
３０３　外周面
３０４　第２溝部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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